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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１及び第２の電極を有する電気信号検出器を夫々備えている第１のデバイス及び第２
のデバイスを備えたシステムで、前記第１のデバイス及び第２のデバイスに関して行われ
るデータ収集方法であって、
　前記第１のデバイスを生体の第１の肢に、前記第１のデバイスが前記第１の肢を囲むよ
うに取り付け、前記第１のデバイスの第１の電極を前記第１の肢に近接して設け、前記第
１のデバイスの第２の電極を前記第１の電極より前記第１の肢から離れて設けるステップ
と、
　第２のデバイスを生体の前記第１の肢以外の肢である第２の肢に、前記第２のデバイス
が前記第２の肢を囲むように取り付け、前記第２のデバイスの前記第１の電極を前記第２
の肢に近接して設け、前記第２のデバイスの第２の電極を前記第１の電極より前記第２の
肢から離れて設けるステップと、
　前記第１のデバイスが、前記電気信号検出器で前記第１及び第２の電極での電気信号を
差動的に測定し、該電気信号を示している第１のデータストリームを生成するステップと
、
　前記第２のデバイスが、前記電気信号検出器で前記第１及び第２の電極での電気信号を
差動的に測定し、該電気信号を示している第２のデータストリームを生成するステップと
、
　前記システムに更に備えられた分析手段が、前記第１のデータストリーム及び前記第２
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のデータストリームを共に分析し、生体について対象の情報を得る分析ステップと
　を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記分析ステップは、前記第１及び第２のデータストリーム内のコモンモード事象を並
べることにより、前記第１のデータストリームを前記第２のデータストリームに同期させ
ることを更に含んでいることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記分析手段は、前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスから離れており、前記方
法は、
　前記第１のデータストリームを前記第１のデバイスから機器に通信するステップと、
　前記第２のデータストリームを前記第２のデバイスから前記機器に通信するステップと
　を更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の肢は生体の第１の腕であり、前記第２の肢は生体の第２の腕であり、
　前記第１のデバイスが前記第１の肢を囲むことは、前記第１の肢の手首を囲むことを含
んでおり、前記第２のデバイスが前記第２の肢を囲むことは、前記第２の肢の手首を囲む
ことを含んでいることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記分析ステップは、生体に摂取されるデバイスに関連する信号及び通信のうちの少な
くとも１つを検出することを更に含んでいることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のデバイスは再充電可能なエネルギー貯蔵手段を更に備えており、前記方法は
、
　前記第１の肢を動かすステップと、
　前記第１の肢の動きを電気エネルギーに変換し、該電気エネルギーにより前記再充電可
能なエネルギー貯蔵手段を再充電するステップと
　を更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のデバイスが電気信号を測定するステップは、アナログ／デジタル変換の実行
を含んでおり、前記第１のデータストリームはデジタルであり、
　前記第２のデバイスが電気信号を測定するステップは、アナログ／デジタル変換の実行
を含んでおり、前記第２のデータストリームはデジタルであることを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項８】
　前記アナログ／デジタル変換を、少なくとも１６ビットの解像度で行うことを特徴とす
る請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記分析ステップは、前記生体の心臓に対して心電図測定を行うことを更に含んでいる
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のデバイスが、第１のバンド内で第１の電気エネルギーを放出するステップと
、
　前記第２のデバイスが、前記第１の電気エネルギーを検出するステップと、
　前記第１のデバイスが、前記第１のバンドとは異なる第２のバンド内で第２の電気エネ
ルギーを放出するステップと、
　前記第２のデバイスが、前記第２の電気エネルギーを検出するステップと、
　前記分析手段が、前記検出された第１の電気エネルギーと前記検出された第２の電気エ
ネルギーとを互いに比較し、前記生体について対象の情報を得るステップと
　を更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記生体について対象の情報を得るステップは、前記生体内の流体の非流体に対する比
を推測することを含んでいることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記生体について対象の情報を得るステップは、前記生体内の血液量を推測することを
含んでいることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記分析手段が、前記変換された電気エネルギーから前記生体の身体的な活動レベルを
推測するステップと、
　前記分析手段が、前記推測された身体的な活動レベルを、前記第１のデバイス及び前記
第２のデバイスの外部に通信するステップと
　を更に有することを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１のデータストリームを前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに通信する
通信ステップを更に有し、
　前記分析手段は前記第２のデバイス内に設けられていることを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項１５】
　前記通信ステップを、赤外線通信、又は高周波の無線周波数通信により行うことを特徴
とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　第１のデバイス及び第２のデバイスを備えたシステムであって、
　前記第１のデバイスは、第１及び第２の電極を有する電気信号検出器を備えており、
　前記第２のデバイスは、第１及び第２の電極を有する電気信号検出器を備えており、
　前記第１のデバイスは被験者の肢を囲むように形成されており、前記第１のデバイスが
前記肢を囲むとき前記第１のデバイスの前記第１の電極は前記肢に近接して設けられ、前
記第１のデバイスが前記肢を囲むとき前記第１のデバイスの前記第２の電極は、前記第１
の電極より前記肢から離れて設けられ、
　前記第２のデバイスは被験者の肢を囲むように形成されており、前記第２のデバイスが
前記肢を囲むとき前記第２のデバイスの前記第１の電極は前記肢に近接して設けられ、前
記第２のデバイスが前記肢を囲むとき前記第２のデバイスの前記第２の電極は、前記第１
の電極より前記肢から離れて設けられ、
　前記第１のデバイスの電気信号検出器は、前記第１及び第２の電極での信号に応答し、
前記第１及び第２の電極での前記信号間の差を示している第１のデータストリームを生成
し、
　前記第２のデバイスの電気信号検出器は、前記第１及び第２の電極での信号に応答し、
前記第１及び第２の電極での前記信号間の差を示している第２のデータストリームを生成
し、
　前記システムは分析手段を更に備えており、該分析手段は前記第１のデータストリーム
及び前記第２のデータストリームに応答して生体について対象の情報を得ることを特徴と
するシステム。
【請求項１７】
　前記分析手段は前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスから離れており、前記シス
テムは、
　前記第１のデバイスから機器への通信リンクと、
　前記第２のデバイスから前記機器への通信リンクと
　を更に備えていることを特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記第１のデバイスは、再充電可能なエネルギー貯蔵手段と、動きを電気エネルギーに
変換する手段とを更に備えており、
　前記電気エネルギーにより前記再充電可能なエネルギー貯蔵手段が再充電されることを
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特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記第１のデバイスは、前記第１及び第２の電極からのアナログ信号をデジタルデータ
に変換するアナログ／デジタル変換器を更に備えており、前記第１のデータストリームは
前記デジタルデータを有することを特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記アナログ／デジタル変換器は、少なくとも１６ビットの解像度を有していることを
特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記第１のデバイスは、前記第１のデバイスで第１のバンド内で第１の電気エネルギー
を制御可能に放出し、前記第１のデバイスで前記第１のバンドとは異なる第２のバンド内
で第２の電気エネルギーを制御可能に放出するエミッタを更に備えており、
　前記第２のデバイスは、第１の電気エネルギー及び第２の電気エネルギーを検出するた
めの検出器を更に備えており、
　前記分析手段は、前記検出された第１の電気エネルギー及び前記検出された第２の電気
エネルギーを互いに比較して、対象の情報を得るために設けられていることを特徴とする
請求項１６に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記分析手段は、前記変換された電気エネルギーから生体の身体的な活動レベルを推測
し、
　該推測された身体的な活動レベルを、前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスの外
部に通信することを特徴とする請求項１８に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記第１のデバイスは、前記第１のデータストリームを前記第２のデバイスに通信し、
　前記分析手段は前記第２のデバイス内に設けられていることを特徴とする請求項１６に
記載のシステム。
【請求項２４】
　前記第１のデバイスによる前記第１のデータストリームの前記第２のデバイスへの通信
は、赤外線通信チャネル、又は高周波の無線周波数通信チャネルにより行われることを特
徴とする請求項２３に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　患者が薬を摂取したか否かを知るのは、簡単ではない。
【０００２】
　本発明の譲受人は、錠剤のような薬の摂取を検出する方法に近年大きな関心を向けてき
た。多大な努力により、本発明の譲受人は、例えば伝導性通信手段などの通信手段を備え
たデバイスを夫々有する錠剤と、患者の皮膚に接触させたパッチのような受信器とを備え
たシステムを考案し、そのため、錠剤のうちの１つが胃に達したとき、胃酸が電流信号を
通信するデバイスを起動させる。パッチは電流信号を取得し、従って錠剤の摂取を検出す
る。その後、パッチはこの事象を他の機器及びシステムに伝えることができる。例えば、
パッチはブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ，登録商標）のプロトコルを用いて事象の
情報を携帯電話に送信してもよく、携帯電話は同様にその事象を他の機器に伝えることが
できる。一般的なパッチの箇所は腹部である。
【０００３】
　本発明の譲受人はパッチをこのように使用するシステムで良好な結果を得たが、パッチ
は時には不便である。パッチは不快感を与える場合がある。パッチが、曲がる皮膚に付着
するので、パッチは可撓性を有する必要がある。腹部に置かれたパッチに多くのマンマシ
ンインタフェース（ＭＭＩ）を設けるのは、簡単ではない。キーボード及びディスプレイ
が、腹部に付着した平坦な表面上にある場合、あまり実用的ではない。
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【０００４】
　腹部のパッチは電源を有しており、一般的には電池又は電気化学セル（ここでは記述の
便宜上「セル」の用語をマルチセル電池及びシングルセルの両方を参照するために使用す
る）を有している。セルの使用寿命は制限されており、セルの容量とパッチのエネルギー
収支とにより大部分が定められる。電池を消耗したとき、パッチの使用を中止し、異なる
パッチを使用する必要がある。これも不便となり得る。
【０００５】
　錠剤を始動させると、錠剤は、例えば信号を送ったり、通信を送信したりする。例示的
な錠剤及び通信が、例えば以下の米国特許公報に詳細に記載されている。
【０００６】
【表１】

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００８／０２８４５９９号明細書
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　これらの米国特許公報は夫々、本出願内で完全に再現されているかのように、全ての目
的のために参照して本明細書に組み込まれる。実際の錠剤、実際のパッチ、及び実際の人
間の被験者での実際の試験は、このような錠剤からの通信を確実に検出したことを示して
いる。先行技術ではこのような検出を確実にできないことと、自然、人間生理学及び材料
科学が共にこのような結果の達成を困難にさせている多くの方法とを考慮すると、このこ
とは注目に値する。
【０００９】
　一般的な事柄として、従来の電磁放射が双極子により放出され、双極子により検出され
受信される。また従来のモデルは、信号強度が媒体（ここでは人間の組織）の誘電率及び
透過率により決定される割合で距離に従って減少することを仮定している。従って、この
一般的な分野における多くの研究者は、パッチのような受信器が送信器の可能な限り近く
（すなわち胃の近く）にある必要があるという仮定に基づき進めている。
【００１０】
　上述されたようなパッチに関連した不便さを避ける一方、パッチを用いた確実な検出を
達成する錠剤の送信器の始動を検出する方法を発見できれば、非常に望ましい。他の生理
学的測定法が、過度の不快さ又は不便さを患者に与えることなく確実且つ正確に行われ得
るのであれば、このような生理学的測定法を実行することも望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一般的に受信器が送信器に可能な限り近くにある必要があることを考慮すると、胃から
かなり離れた箇所からの検出は、あまり直観的な方法でない。またこのことがまさに本明
細書で述べることである。協働センサである電子機器が、患者の２つの手首の夫々に取り
付けられる。この配置の直観的ではない性質を意識しなければ、他の潜在的な利点が容易
に可能になり、例えばマンマシンインタフェースが設けられ得る。腹部のパッチの不快さ
及び不便さが減少するか又は除去される。更に、代替的な電源が可能になる。
【００１２】
　本発明を、複数の図に関連して述べる。可能な範囲で、同一の構成要素を同一の参照番
号で示している。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の態様に従って腕時計１０２及び腕輪１０３を着用した患者１０１を示す
図である。
【図２】弾性バンド２０３を有する腕時計１０２を示す図である。
【図３】弾性バンド２０３を有する腕輪１０３を示す図である。
【図４】手首１０５と密接して設けられる皮膚電極２０２とチップ４０１とを備えた腕時
計１０２を示す断面図である。
【図５】手首１０６と密接して設けられる皮膚電極３０２とチップ５０１とを備えた腕輪
１０３を示す断面図である。
【図６】チップ４０１を示す機能ブロック図である。
【図７】チップ５０１を示す機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、本発明の態様に従って腕時計１０２及び腕輪１０３を着用した患者１０１を示
している。腕時計１０２が右手首１０５に着用され、腕輪１０３が左手首１０６に着用さ
れている。（この左右の配置は完全に任意であり、本発明から逸脱することなく腕時計及
び腕輪の位置を取り換え可能であることが理解される。）主な目的のうちの１つは、胃液
が錠剤１０４からの信号又は通信の送信を引き起こすとき、錠剤１０４から送信された信
号又は通信を検出することである。
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【００１５】
　胃液が錠剤を始動させる例示的な態様で本発明を記載する一方で、錠剤が例えば小腸に
達するまで始動しない態様のような他の変形例が考案され得ることが理解される。第１の
信号が胃腸系統を通る第１の時点で生じて、第２の信号が第２の時点で生じる段階的な手
法を考案することも可能である。
【００１６】
　図２に移ると、弾性バンド２０３を有する例示的な腕時計１０２が示されている。弾性
バンドは、皮膚電極２０２と患者の皮膚とを密接させ続けるのに有用である。ＬＣＤのよ
うなディスプレイ２０４が示されている。押しボタン２０５が更に示されている。このよ
うにして、マンマシンインタフェース（ＭＭＩ）が設けられる。言うまでもなく、ＭＭＩ
が本明細書で示されている構成に限定される必要がないことが理解される。圧電性ビープ
音発生器又は他の音源のようなＭＭＩの他の構成要素を設けることができる。タッチスク
リーン又は他のヒューマンインプットデバイス（ＨＩＤ）を使用することが可能である。
ＬＣＤ及び押しボタンは単に例示されているに過ぎない。
【００１７】
　本態様が弾性のリストバンドに関して述べられているが、スペイデル社（Ｓｐｅｉｄｅ
ｌ）のツイスト－オー－フレックス（ｔｗｉｓｔ－ｏ－ｆｌｅｘ）（登録商標）の腕時計
のバンドのような他の手法を採用して、夫々の皮膚電極と皮膚とを密接させ続けることが
可能である。
【００１８】
　図３は、弾性バンド２０３を有する腕輪１０３を示している。弾性バンドは、皮膚電極
３０２を患者の皮膚と密接させ続ける。
【００１９】
　続く例示的な配置では、皮膚電極２０２、３０２が皮膚と密接する（導電性）電極とし
て述べられる。皮膚電極２０２、３０２が皮膚と、すなわち皮膚電極２０２、３０２と皮
膚との間のプラスチックフィルムのような誘電体と容量性結合することは、場合によって
は望ましくないが、実用的である。弾性バンド２０３としてのリストバンドが全く弾性を
有さないが一定の外周を有しており、皮膚電極２０２、３０２を皮膚に対して間隔をあけ
て置き、時には皮膚電極２０２、３０２と皮膚との間に空隙又は部分的な空隙を有する配
置は、場合によっては望ましくないが、実用的である。
【００２０】
　図４は、手首１０５と密接して設けられる皮膚電極２０２とチップ４０１とを備えた腕
時計１０２を断面で示している。チップ４０１は、皮膚電極２０２及び第２の電極４０２
と通信可能に接続されており、望ましくは金属的に接続されている。第２の電極４０２は
空気にさらされており、皮膚電極２０２に対する釣り合いおもりとして形成されてもよい
。非伝導性の筐体４０３により、２つの電極間に収容部が設けられている。図５は、手首
１０６と密接して設けられる皮膚電極３０２と、皮膚電極３０２及び第２の電極５０２と
通信可能に接続されているチップ５０１とを備えた腕輪１０３を断面で示している。腕輪
の電極は、収容部つまり筐体５０３と共に腕時計の同等物と同様に機能する。
【００２１】
　図６は、腕時計のチップ４０１を機能ブロック図で示している。送受信器６０５と通信
可能に接続されている前述の皮膚電極２０２及び第２の電極４０２が示されている。セル
６０３及び電源回路６０４が、電力を送受信器６０５及び制御部６０６に与える。制御部
６０６は送受信器６０５を制御し、ＬＣＤ２０４及び押しボタン２０５のようなＭＭＩと
、任意には圧電性ビープ音発生器又は他の音発生器のような他のＭＭＩとをもたらす。Ｌ
ＣＤ２０４は、マルチラインバス６０７により制御される。
【００２２】
　興味深いことに、多少旧式であり自動巻きの機械式腕時計であると思われている技術が
本出願では潜在的な利点を提供する。図６に示されているように、人間のユーザが動き回
るにつれて、振り子６０１が回動する。振り子内の強力な永久磁石が、一又は複数の巻線
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６０２に電流を誘導する。このため、セル６０３は、電源回路６０４によって動作する再
充電可能なセル、又は場合によってはウルトラキャパシタであり得る。マルチラインバス
６０７としてのブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ，登録商標）又は他のプロトコルシ
ステムが、携帯電話又はパーソナルコンピュータのような外部の機器と通信可能である。
【００２３】
　図７は、腕輪のチップ５０１を機能ブロック図で示している。図７に示されている構成
要素は、図６に示されている構成要素に厳密に対応する。
【００２４】
　システム（錠剤、腕輪、腕時計、及び携帯電話のような他の機器）の日常的な機能を、
例示的な態様で述べる。
【００２５】
　主な目的は、腕時計１０２及び腕輪１０３で錠剤からの信号を検出することである。こ
のために、腕輪は、釣り合いおもりである第２の電極５０２に対して皮膚電極３０２でリ
アルタイムに略連続的に信号を検出してもよい。この検出結果が、例えば（図７には示さ
れていない）ＡＤＣにより、望ましくは１６ビットより高い解像度でアナログ／デジタル
変換され、（望ましくは圧縮データとしてデジタル形式で通信される）測定された信号が
、無線リンクを介して腕時計１０２に通信される。腕時計は、釣り合いおもりである第２
の電極４０２に対して皮膚電極２０２でリアルタイムに略連続的に信号を同様に検出する
。この検出結果が、望ましくは１６ビットより高い解像度でアナログ／デジタル変換され
る。その後、（一方のセンサが腕輪にあり、他方のセンサが腕時計にある）２つのセンサ
からのデータストリームが、他の機器に外部に通信される。他の機器は、信号処理が可能
であり、錠剤からの信号のような対象の信号が生じると、このような対象の信号を検出可
能である。
【００２６】
　望ましい配置では、ノイズの全てがコモンモードであり、対象の信号は２つの腕で測定
された差動信号である。
【００２７】
　上述したように、想定し得ることができないほど錠剤１０４から遠い位置にセンサを動
かすことはむしろ直観的でない。このような移動の直観的ではない性質を受け入れて意識
しなければ、腹部のパッチのような先行技術の配置では全く不可能であった多くの他の興
味深い機能が可能になる。
【００２８】
　このような検出に適切な技術が、カリフォルニア大学サンディエゴ校（ｔｈｅ　Ｕｎｉ
ｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ）のトーマス　ジェ
イ　サリヴァン（Ｔｈｏｍａｓ　Ｊ　Ｓｕｌｌｉｖａｎ），ステファン　アール．デイス
（Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｒ．Ｄｅｉｓｓ），及びゲルト　ガウウェンバルフ（Ｇｅｒｔ　Ｇａ
ｕｗｅｎｂｅｒｇｈｓ）著，「低ノイズであり非接触のＥＥＧ／ＥＣＧセンサ」（Ａ　ｌ
ｏｗ－ｎｏｉｓｅ，ｎｏｎ－ｃｏｎｔａｃｔ　ＥＥＧ／ＥＣＧ　ｓｅｎｓｏｒ），バイオ
メディカルの回路及びシステムの会議２００７（Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｃｉｒｃｕｉｔ
ｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，２００７），ＢＩＯＣＡＳ　２０
０７，ＩＥＥＥ，２００７年１１月２７－３０日，Ｐ．１５４－１５７，デジタルオブジ
ェクト識別子（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）１０．１１０９
／ＢＩＯＣＡＳ．２００７．４４６３３３２に述べられており、参照して本明細書に組み
込まれる。
【００２９】
　身体から更に離れた物体の検出が、「流体移送ポート情報システム」（Ｆｌｕｉｄ　ｔ
ｒａｎｓｆｅｒ　ｐｏｒｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）を発明の名称とす
る国際公開第２００９／０５５７３３号パンフレットに述べられており、参照して本明細
書に組み込まれる。また同一の名称の米国特許出願公開第２００９／０１１２１７８号明
細書も同様に参照して本明細書に組み込まれる。血液量の検出が、２００９年３月１３日
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に出願され、発明の名称が「容量検出デバイス、システム、及び方法」（Ｖｏｌｕｍｅ－
ｓｅｎｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ，ｓｙｓｔｅｍ，ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ）である米国特許
出願第６１／１６０，２６５号明細書に述べられており、参照して本明細書に組み込まれ
る。他の関連した技術が２００９年９月８日に出願され、発明の名称が「身体に関連付け
られたデバイス」（Ｂｏｄｙ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｄｅｖｉｃｅ）である米国特許出
願第６１／２４０，５７１号明細書に述べられており、参照して本明細書に組み込まれる
。
【００３０】
　前述した１つの潜在的な利点として、手首への移動により実用的なＭＭＩを設けること
が可能になる。手首は腹部より動き回る傾向があり、自動巻きの特徴が目的に適合させる
可能性を更に高くしている。
【００３１】
　しかし、腕輪及び腕時計の刺激／検出プラットフォームが可能であれば、更に微細な興
味深い機能がある。
【００３２】
　心臓の機能（基本的に２電極のＥＫＧ）が測定され得る。
【００３３】
　エネルギーが、２つの位置のうちの一方（例えば、腕輪）からある周波数で伝えられる
ことができ、エネルギーは身体を通って他の位置（本例では腕時計）に、ある測定遅延及
びある測定吸収レベル又は測定インピーダンスで伝わる。別々に、エネルギーが２つの位
置のうちの１つ（この場合も例えば、腕輪）から異なる周波数で伝えられることができ、
エネルギーは身体を通って他の位置（この場合も本例では腕時計）に同一ではない測定遅
延及び同一ではない測定吸収レベル又は測定インピーダンスで伝わる。この身体の調査が
分光分析法になり、他の組織物質に対する身体内の流体の量のような身体的性質を測定す
ることが可能になる。このようにして、血液量を間接的に測定することが可能である。血
液量のリアルタイムの測定は、あったとしても大きな嵩高い据え付けの測定機器を用いて
測定中に患者を静止させ続けることを除いて達成されなかった。この手法により、患者が
歩行中であってもリアルタイムの測定が可能になる。
【００３４】
　このような測定により、心臓の心拍出量又は１回拍出量のリアルタイムの測定が可能に
なる。
【００３５】
　（腕時計のバンドの）皮膚電極２０２及び（腕輪の）皮膚電極３０２で収集されるデー
タの分析に関する重要な部分のうちの１つが、測定データの時間相関であることが理解さ
れる。測定データの時間相関は、腕輪及び腕時計のバンドの夫々で動作する非常に正確な
時計を必要とし、２つの時計は非常に厳密に同期している必要がある。
【００３６】
　しかし実際には、２つの時計を、互いに対するドリフトを可能にするより安価な（且つ
より電力を必要としない）時計にし得ることは、完全に実用的である。腕時計では、同期
事象（例えば周囲からのコモンモードインパルス信号の同時検出）が腕輪からの時間信号
の受信を可能にし、時間信号は腕時計で時間値を一致させると理解される。一方の時計の
他方の時計に対するドリフトが、このようにして検出され修正され得る。
【００３７】
　腕時計及び腕輪は洗練されたものであってもよい。「格好悪く」見える必要がない。患
者は、認識できる、又は際立った腕時計及び腕輪の着用を実際に楽しんでもよい。
【００３８】
　２つの検出箇所でのアナログ／デジタル変換は１８ビットが適しているが、１６ビット
又は１２ビットであってもよい。
【００３９】
　腕輪から腕時計への通信は開ループ（腕輪から腕時計への一方向）であってもよいが、
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通信は少なくともハンドシェイクを提供するために双方向であることが望ましい。
【００４０】
　（０．１Ｈｚから場合によっては１００Ｈｚまでの範囲内であると想定される検出情報
より高い）高周波のＲＦ信号で身体を通した誘導結合を用いて通信を行ってもよい。或い
は、通信は（周囲の壁及び構造に反射する）光学赤外線を用いて行われてもよい。
【００４１】
　ＭＭＩは、特定の錠剤を摂取するように注意を促してもよい。またＭＭＩは、患者が特
定の錠剤を摂取したときに聴覚的な確認又は視覚的な確認を与えてもよい。
【００４２】
　腕輪、腕時計のバンド又は両方の中の加速度計が、身体的な活動レベルの測定を可能に
し、睡眠時間を検出してもよい。これらは患者の外部に同様に報告され得る。
【００４３】
　計算資源の割り当てをある程度変えることができる。例えば、計算の大部分を腕時計内
で行い、腕輪及び腕時計で測定された信号を比較することが実用的である。或いは、計算
を他の場所（例えば離れたコンピュータ）で行い、腕時計が腕輪から受信した情報を単に
伝えることが実用的である。
【００４４】
　腕輪から腕時計へ、及び腕時計から離れた機器へ必要とされる帯域幅は、１０ＭＨｚの
担体のようなものが適切である。
【００４５】
　注意を怠らない読者は、本発明の無数の明白な改良及び変更を困難なく考案する。この
ような明白な変更及び改良の全ては、以下の特許請求の範囲に包含されていることを意図
する。
【００４６】
　本出願は、米国特許法１１９条に基づいて、２０１０年２月１日に出願され「２つの手
首におけるデータ収集システム」（Ｔｗｏ－ｗｒｉｓｔ　ｄａｔａ－ｇａｔｈｅｒｉｎｇ
　ｓｙｓｔｅｍ）を発明の名称とする米国特許出願第６１／３００，４３５号明細書の優
先権を主張する。この明細書は、その全体が参照して本明細書に組み込まれる。
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